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市の公共交通再編に向けた取組について

１ 市の公共交通再編の全体像

10月27日の市議会協議会で説明し、11月６日の市地域公共交通協議会(以下「市交通協議会」という。)で協議のうえ承認さ

れた市の公共交通再編の全体像は以下のとおりである。(運賃は、令和８年２月下旬～３月上旬開催の運賃分科会で協議し決定される予定)

【市の公共交通再編の全体像(R7.10.27市議会協議会資料より抜粋)】

(令和７年11月26日 市議会協議会)

【文中におけるグルーン各路線の表記】
常滑北部・大野線＝大野線、常滑北部・
市役所線＝北部線、常滑北部・青海線＝
青海線、常滑中部・市役所線＝中部線、
ボートレースとこなめ周遊線＝ボート線、
常滑南部・上野間線＝上野間線、常滑南
部・武豊線＝武豊線
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２ 市の公共交通再編に向けた取組事項について
(１)グルーン及び呼べるバスの運行開始に向けた取組予定(概略)

運行事業者の決定(契約)

補正予算の議決

R7.12月議会に債務負担行為の補正予算案を上程

R8.1：運行事業者の決定 知多乗合(株)と随意契約

(契約期間：R8.10～R10.3.31)

運行事業者との契約

当初予算の議決

R8.3月議会に債務負担行為の当初予算案を上程

R8.4：審査で決定(選定)した運行事業者と随意契約

(契約期間：R8.4～R9.11.30)

運行開始に向けた各種準備

運行開始に向けた各種準備

【グルーン】

グルーン及び呼べるバスに係る運行事業者の決定から運賃の決定、運行開始までの取組予定(概略)は以下のとおり。

２ 市の公共交通再編に向けた取組事項について (１)グルーン及び呼べるバスの運行開始に向けた取組予定(概略) 

契約に向けた協議

運行事業者の決定(選定)

R8.2下旬：プレゼンテーション審査の実施

運行事業者の決定(選定) (注)

R7.12中旬～：公募型プロポーザルの手続きを開始

参加事業者の募集

【呼べるバス】

(注)プレゼンテーション審査で決定(選定)するのは受託候補者

プロポーザルにかか
る期間を考慮して予
算の上程・議決以前
に手続きを開始

金額、システム、
運行方法を総合的
に判断するためプ
ロポーザルとする

【この時期に契約する理由】
・運行開始までの準備期間(8か

月)を確保するため
・申請を検討中の国の交付金等

の要件上、R8.4からの契約
が必要なため

【随契とする理由】

・有料化に向けた各種手続きを
行うにあたり、早期に契約
を締結する必要があるため

・新規事業者の参入には、バス
の調達等で業務実施の準備期
間を相当要するため

それぞれ運賃分科会ま
でに運行事業者を決定
しておく必要がある

運賃(案)に係るパブリックコメントの実施
（R7.12に実施）

R8.12.1 ルート・ダイヤを見直した

グルーンの運行(有料化)開始
R8.12.1

呼べるバス(有料)の運行開始

R8.2下旬～3上旬

運賃分科会の開催：運賃の決定
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２ 市の公共交通再編に向けた取組事項について (２)グルーン利用者の負担軽減策の検討

【グルーン運賃有料化の理由等】

コスト上昇も踏まえた持続可能性が求められる 公平性確保の観点から受益者負担が求められる

【要望事項：「グルーン運行に関し一部市民への負担軽減を求める要望書」より抜粋】

・18歳以下は、無料となるよう検討を進めること

・定期券、回数券の導入を検討すること

・(知多半島りんくう)病院への乗り継ぎ者に対し、

乗り継ぎ券などの発行を検討すること

要望書を受けて負担軽減策を検討(検討結果は次ページへ)

(２)グルーン利用者の負担軽減策の検討 【グルーン】

利用者負担軽減策の検討

他自治体より運行経費が多
くかかっており、物価高騰
等により今後増大見込み

R7.10.27市議会協議会時に説明した運賃設定(案)

200円/１回
(割引(未就学児、障がい者以外)、定期券、回数券なし)

割引等をしない理由

①もともとの運賃(案)が安い

②公平性の確保

③財政負担の増大を防ぐ

④制度運用上の課題の回避

(注)常滑市議会
常翔会
公明党議員団
新政あいちとこなめ

R7.11.5に市議会(注)から市長へ要望書が提出された

他自治体のコミュニティバ
スと比較して充実している
(利便性が高い)

知多５市の中で
・1日当たりの便数が最も多い
・便と便の時間間隔が最も短い
※それぞれ知多４市の平均値との比較

有料化について検討

限られた地域で無料走行
するのではなく、有料で
よいので市民全体の利便
性が高くなると嬉しい

路線(バス停)がないのは
不公平に感じる(路線(バ
ス停)を設置してほしい)
※多くの投書等がある

路線(バス停)がない地域住民の

意見(「市長への手紙」等より)

グルーンを利用し
たくてもできない
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【市議会 常翔会等からの要望事項】

18歳以下を無料 定期券の発行 回数券の発行

１冊2,000円(200円券11
枚綴り)の回数券を発行
⇒1回当たり180円で利

用可となる

病院利用者へ他路線から中
部線への乗り継ぎ券を発行
⇒片道200円で利用可となる

(通常：200円×2＝400円)

病院(注１)利用者への

乗り継ぎ券の発行
(注１)知多半島りんくう病院のこと

【実施した場合
に生じる課題】

１か月6,000円の定期
券を発行
⇒往復15日分で1か月

間利用可となる

18歳以下への無料券を
発行
⇒無料で利用可となる

【想定案】

利用者負担軽減策の検討(つづき)

(注２)２月下旬～３月上旬開催の運賃分科会で協議し承認されれば決定

乗り放題定期券(全路線共通の定期券)

(金額：１か月6,000円、３か月18,000円、６か月36,000円)

２ 市の公共交通再編に向けた取組事項について (２)グルーン利用者の負担軽減策の検討

【想定案】 【想定案】 【想定案】

全路線共通の乗り放題とす
ることで乗り継ぎ利用者は
さらに負担が軽減される。

を発行する案を運賃分科会で協議(注２)

課題２：不公平感が残る

路線(バス停)がない(グルー
ンを利用したくてもしづらい)

地域の住民にとって不公平
感が残る恐れがある

「鉄道＋グルーン利用者」の
不公平感が残る恐れがある
(「鉄道＋グルーンの利用」⇒片道

380円～450円)

課題１：財政負担の増大

運賃収入が減少し、財政

負担が増大(持続可能性が

減少)する恐れがある

課題３：運転手の負担増等

車中での券発行や確認を行

う運転手の負担増、バスの

遅延につながる恐れがある

毎日１往復利用する場合、
月12,000円負担のところを

6,000円(１乗車当たり
100円)と負担を半減できる。

こうした課題はあるが、以下について配慮が必要

若年層の通学等

定期的な利用者

通勤者・高齢者等の

定期的な利用者

路線を乗り継いでの

定期的な利用者
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【参考：前ページ課題２の補足資料(イメージ)】

西ノ口駅から、りんくう病院へ
「鉄道+グルーン」で行く場合
⇒運賃：250円+200円＝450円

西ノ口駅～常滑駅
運賃：250円 グルーン

運賃：200円

【参考】りんくう病院へ
「呼べるバス」で行く場合
⇒運賃：400円

乗り換え

２ 市の公共交通再編に向けた取組事項について (２)グルーン利用者の負担軽減策の検討

200円/１回から割引等
することで不公平感が
残る恐れがある

薄黄色のエリア：路線がないなど、グ
ルーンを利用したくてもしづらい地域

課題２：不公平感が残る

路線(バス停)がない地域の住民に
とって不公平感が残る恐れがある

「鉄道＋グルーン利用者」の
不公平感が残る恐れがある

【P３の再掲】
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(３)通院用シャトルバスの運行休止に係る取組

２ 市の公共交通再編に向けた取組事項について (３)通院用シャトルバスの運行休止に係る取組 (４)市民等への周知

利用者等への周知

利用者等への周知

(市広報やホームページ、SNS、病院での周知)

R8.4に運行休止することを決定

R8.4：運行休止

【通院用シャトルバス】

(４)市民等への周知

市民等への周知等

■説明会形式での周知・説明

〇グルーン・呼べるバスの利用方法

・利用時間(ダイヤ等)

・乗車位置(バス停、停留所)

・予約の方法(呼べるバスのみ)

・運賃の支払方法 等

■市広報やホームページ、SNSで周知

〇上野間線・武豊線のバス停一部廃止

〇通院用シャトルバスの運行休止

〇グルーンのルート・ダイヤの見直し

〇呼べるバスの導入

〇グルーン・呼べるバスの運賃



令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10～11年度

11月 12月 1月 2月 3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

①
グ
ル
ー
ン

運 行
時期等

運 行
委 託

②
呼
べ
る
バ
ス

運 行
時期等

運 行
委 託

③通院用
シャトルバス

④市交通
協議会

⑤市議会

⑥市民等

7

知多乗合(株)へ運行委託(随契)

〇1月：R8.10～R10.3.31の運行に係る契約(随意契約)

知多乗合(株)へ運行委託(随契)

〇２月：プレゼンテーション審査の実施、運行事業者の決定(選定)

運行事業者へ運行委託(公募型プロポーザルによる随契)

〇４月： R8.4～R9.11.30の運行に係る契約(随意契約)

〇12月議会：補正予算案上程(債務負担行為：R8.10～R10.3.31)

〇３月議会：当初予算案上程(債務負担行為：R8.4～R9.11.30)

〇11/6：市交通協議会 〇2月下旬～3月上旬：運賃分科会(パブコメ結果確認、運賃の決定)
市交通協議会（運賃の決定について報告）

〇11/26：市議会協議会(「市の公共交通再編に向けた取組について」説明)

運賃パブコメ

グルーン・呼べるバス・通院用シャトルバスに係る広報等(随時)

グルーン・呼べるバスの利用
方法説明会等の開催(随時)

〇12月議会：補正予算案(グルーン運行事業費)上程

〇３月議会：当初予算案(呼べるバス運行事業費)上程

３ 今後のスケジュール(案)

〇12月：公募型プロポーザルの募集等の開始

〇４月：運行休止運行(無料)：～R8.3.31

現行のルート・ダイヤでの運行(無料)：～R8.11.30

※R7.12.31に上野間線・武豊線のバス停を一部廃止

３ 今後のスケジュール(案)

見直し後のルート・ダイヤでの

運行(有料)：R8.12.1～

利用状況等を踏まえ
た見直し(運賃含む)

鬼崎・中部エリアでの

運行(有料)： R8.12.1～
利用状況等を踏まえ
た見直し(運賃含む)

利用者アンケート
等の実施

グルーン・呼べるバス
の見直しに反映

※以降の契約
方法は未定

※以降の契約
方法は未定
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１ 再編するグルーンの路線・ダイヤ等(実施時期：令和８年12月１日(予定))

【常滑北部・青海線のダイヤ】

【図：常滑北部・青海線の運行ルート及びバス停】

常滑北部・青海線

【運行曜日】毎日運行

【運賃(注)】金額等(案)：200円/１回 ※全路線同額

【車両】ハイエース等(乗客定員８人以上)

【運行種別】一般乗合旅客自動車運送事業・路線定期運行

(道路運送法第４条による許可を受けた運行)

※全てのグルーン路線は有料化に合せ、上記運行種別での運行とする。

〈大野町駅行き〉

現行の大野線・北部線から縮小(ルート変更、便数削減

及び車両変更)した路線(新名称「常滑北部・青海線」)

を運行する。

【運行概要】

〈市役所・りんくう病院行き〉

【参考資料】再編するグルーン及び呼べるバスの概要 ※11月６日の市交通協議会で協議し承認された内容(運賃除く)

(１)常滑北部・青海線

(注)運賃は、令和８年２月下旬～３月上旬開催の運賃分科会で協議し決定される予定
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交通空白地(原松・千代ヶ丘エリア、奥条・山方・井戸田エリア)の改善を図るため、上野間線と重複していた経路を

変更して新たにバス停を設置するもの。

①経路変更イメージ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

【参考資料】再編するグルーン及び呼べるバスの概要 １ 再編するグルーンの路線・ダイヤ等

(２)武豊線

【図：武豊線の経路及びバス停】
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常滑北部・青海線

【大野町駅行き】 【常滑市役所・りんくう病院行き】

【参考資料】再編するグルーン及び呼べるバスの概要 １ 再編するグルーンの路線・ダイヤ等

(３)改正するダイヤ
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中部線

【市役所・りんくう病院行き】
平日 平日平日 平日 平日平日

【常滑駅行き】
平日 平日 平日 平日

(赤字は現行から変更するダイヤ。「平日」は平日のみ運行するダイヤ)

【参考資料】再編するグルーン及び呼べるバスの概要 １ 再編するグルーンの路線・ダイヤ等

((３)改正するダイヤ つづき)
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上野間線

【上野間駅行き】 【常滑駅行き】

(赤字は現行から変更するダイヤ)

((３)改正するダイヤ つづき)

【参考資料】再編するグルーン及び呼べるバスの概要 １ 再編するグルーンの路線・ダイヤ等



便番号 1351 1353 1355 1357 1359 1361 1363 1365

常滑駅 7:00 9:11 11:41 13:41 15:08 16:11 17:41 19:11

やきもの散歩道東口 7:02 9:13 11:43 13:43 15:10 16:13 17:43 19:13

常滑西小学校前 7:03 9:14 11:44 13:44 15:11 16:14 17:44 19:14

INAXﾗｲﾌﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ 7:06 9:17 11:47 13:47 15:14 16:17 17:47 19:17

山方・白山町 7:07 9:18 11:48 13:48 15:15 16:18 17:48 19:18

東樽水 7:08 9:19 11:49 13:49 15:16 16:19 17:49 19:19

井戸田 7:09 9:20 11:50 13:50 15:17 16:20 17:50 19:20

阿野町２丁目 7:11 9:22 11:52 13:52 15:19 16:22 17:52 19:22

熊野 7:13 9:24 11:54 13:54 15:21 16:24 17:54 19:24

古場 7:14 9:25 11:55 13:55 15:22 16:25 17:55 19:25

西浦南小学校前 7:15 9:26 11:56 13:56 15:23 16:26 17:56 19:26

桧原 7:17 9:28 11:58 13:58 15:25 16:28 17:58 19:28

桧原公会堂 7:19 9:30 12:00 14:00 15:27 16:30 18:00 19:30

上山 7:21 9:32 12:02 14:02 15:29 16:32 18:02 19:32

知多武豊駅 7:34 9:45 12:15 14:15 15:42 16:45 18:15 19:45

便番号 1351 1353 1355 1357 1359 1361 1363

知多武豊駅 8:18 9:55 12:20 14:20 16:50 18:20 19:50

上山 8:23 10:00 12:25 14:25 16:55 18:25 19:55

桧原公会堂 8:25 10:02 12:27 14:27 16:57 18:27 19:57

桧原 8:27 10:04 12:29 14:29 16:59 18:29 19:59

西浦南小学校前 8:29 10:06 12:31 14:31 17:01 18:31 20:01

古場 8:30 10:07 12:32 14:32 17:02 18:32 20:02

熊野 8:31 10:08 12:33 14:33 17:03 18:33 20:03

阿野町２丁目 8:33 10:10 12:35 14:35 17:05 18:35 20:05

井戸田 8:35 10:12 12:37 14:37 17:07 18:37 20:07

東樽水 8:36 10:13 12:38 14:38 17:08 18:38 20:08

山方・白山町 8:37 10:14 12:39 14:39 17:09 18:39 20:09

INAXﾗｲﾌﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ 8:38 10:15 12:40 14:40 17:10 18:40 20:10

常滑西小学校前 8:41 10:18 12:43 14:43 17:13 18:43 20:13

やきもの散歩道東口 8:42 10:19 12:44 14:44 17:14 18:44 20:14

常滑駅 8:52 10:29 12:54 14:54 17:24 18:54 20:24
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武豊線

【知多武豊駅行き】 【常滑駅行き】

(赤字は現行から変更するダイヤ)

((３)改正するダイヤ つづき)

【参考資料】再編するグルーン及び呼べるバスの概要 １ 再編するグルーンの路線・ダイヤ等
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ア 移設等する目的

上野間線において、交差点や横断歩道付近等

に設置されているバス停について、より安全な乗

降環境とするために移設等するもの。

【図：移設等するバス停】

移設

移設

移設

廃止

移設

移設

〇 市場(上野間駅方面、常滑駅方面)⇒移設

〇 保示（常滑駅方面）⇒移設

〇 樽水(上野間駅方面、常滑駅方面)⇒移設

〇 南樽水(常滑駅方面)⇒移設

〇 苅屋(上野間駅方面)⇒移設

〇 東大谷(上野間駅方面)⇒移設

〇 小鈴谷小学校西⇒廃止(東大谷バス停と統合)

〇 小鈴谷(上野間駅方面)⇒移設

〇 広目(上野間駅方面)⇒移設

○ 坂井(上野間駅方面、常滑駅方面)⇒移設

イ 移設等するバス停

ウ 移設等する時期

令和８年12月１日(予定)

※グルーン路線の有料化に合わせて実施

移設

【参考資料】再編するグルーン及び呼べるバスの概要 ２ 上野間線及び武豊線のバス停の見直し

２ 上野間線及び武豊線のバス停の見直し

(１)上野間線のバス停の移設等
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上野間線及び武豊線における美浜町及び武豊町内のバス停について、以下のとおり一部廃止する。

(２)上野間線及び武豊線バス停の一部廃止(廃止時期：令和７年12月31日(予定))

廃止
(注３)

存 続
【常滑市民の利便性】

桧原の鍋山地区に近く
同地区住民による利用

存 続
【常滑市民の利便性】

・知多武豊駅からの電車や武豊町
コミュニティティバスの利用

・駅周辺の商業施設等の利用 等

鍋山地区
廃止
(注４)

存 続
【常滑市民の利便性】

・上野間駅からの電車や美浜町
巡回ミニバスの利用

・上野間駅を経由した日本福祉大学
(付属高校)への通学利用 等

日本福祉大学
(付属高校)

知多奥田駅

廃止
(注１)

(注２)

廃止

【廃止バス停の代替手段に係る考え方】

(注１)美浜町巡回バスのバス停が近くにあり代替可能と判断

(注２)上野間駅に近く代替可能と判断

(注３)武豊町コミュニティバスのバス停が近くにあり代替可能と判断

(注４)武豊町コミュニティバスのバス停が近くにあり代替可能と判断

【図：武豊線バス停の存続・廃止に係る考え方】【図：上野間線バス停の存続・廃止に係る考え方】

【参考資料】再編するグルーン及び呼べるバスの概要 ２ 上野間線及び武豊線のバス停の見直し
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便番号 第１便 第３便

北汐見坂３丁目 8:00 9:30

本郷町４丁目 8:04 9:34

虹の丘２丁目 8:05 9:35

大和町２丁目 8:07 9:07

虹の丘５丁目 8:08 9:38

多屋団地西 8:12 9:42

市役所・りんくう病院 8:25 9:55

【運行曜日】毎日運行

【運賃(注)】金額等(案)：400円/１回(回数券、乗り放題有)

【車両】ハイエース等(乗客定員８人以上)

【運行時間】８時～10時※10時～19時は呼べるバス運行(途中１時間休憩)

【運行種別】一般乗合旅客自動車運送事業・路線定期運行

(道路運送法第４条による許可を受けた運行）

【図：定時定路線運行のルート】

【定時定路線運行のダイヤ】

３ 呼べるバスの導入(実施時期：令和８年12月１日(予定))

ア 呼べるバス定時定路線運行 【運行概要】

〈東側ルート〉〈西側ルート〉

便番号 第２便

なかよし公園東 8:40

西之口公民館 8:43

蒲池コミュニティセンター 8:44

市民交流センター 8:47

榎戸コミュニティセンター 8:49

鬼崎中学校西 8:51

新浜町２丁目 8:53

市役所・りんくう病院 9:05

凡例

東側ルート

西側ルート

【参考資料】再編するグルーン及び呼べるバスの概要 ３ 呼べるバスの導入

(１)鬼崎エリア
鬼崎地区のグルーン路線を廃止し「呼べるバス」を導入する。

(注)運賃は、令和８年２月下旬～３月上旬開催の運賃分科会で協議し決定される予定
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【図：呼べるバス運行のエリア等】

凡例

移動可

呼べるバス停留所

移動可

呼べるバス鬼崎エリア

移動不可

駅から300ｍ範囲内
※停留所は設置しない

大野町駅、常滑駅及び

市役所・りんくう病院

イ 呼べるバス運行

【運行概要】

【運行曜日】毎日運行

【運賃(注)】金額等(案) ：400円/１回(回数券、乗り放題有)

【車両】ハイエース等(乗客定員８人以上)

【運行時間】10時～19時(途中１時間休憩)※８時～10時は定時定路線運行

【運行種別】一般乗合旅客自動車運送事業・区域運行

(道路運送法第４条による許可を受けた運行)

【参考資料】再編するグルーン及び呼べるバスの概要 ３ 呼べるバスの導入

((１)鬼崎エリア つづき)

(注)運賃は、令和８年２月下旬～３月上旬開催の運賃分科会で協議し決定される予定
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(２)中部エリア

中部エリアにおいて、グルーン(中部線、上野

間線、武豊線)及び知多バス半田常滑線でカバー

しきれない交通空白地の解消を図るため、「呼べ

るバス」を導入する。

【図：呼べるバス運行のエリア等】

【運行概要】

知多バス半田・常滑線ダイヤ改正への対応

R7.11.1からダイヤ改正されるが、便と便
の間隔は最長で3.5時間である

特別な対応はしない(他の駅・バス停と同
様に300ｍ範囲内に停留所は設置しない。)

凡例

呼べるバス停留所

移動可

移動可

移動不可

駅・バス停から300ｍ範囲内
※停留所は設置しない

常滑駅及び市役所・り

んくう病院

呼べるバス中部エリア

中部線

ボート線

上野間線

武豊線

【コミュニティバスグルーン】

【知多バス】

半田・常滑線

【運行曜日】毎日運行

【運賃(注)】金額等(案)：400円/１回(回数券、乗り放題有)

【車両】ハイエース等(乗客定員８人以上)

【運行時間】９時～19時(途中１時間休憩)

【運行種別】一般乗合旅客自動車運送事業・区域運行
(道路運送法第４条による許可を受けた運行)

【参考資料】再編するグルーン及び呼べるバスの概要 ３ 呼べるバスの導入

(注)運賃は、令和８年２月下旬～３月上旬開催の運賃分科会で協議し決定される予定


